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令和６年６月阿見町教育委員会定例会議事録  

 

会議日時 令和６年６月２５日（火）午後３時３０分 

会議場所 中央公民館 ３階 集会室 

出席委員 

出席者 

教育長 立 原 秀 一 

委 員 中 島 雅 己 

委 員 岡 田 治 美 

委 員 湯 原 敦 子 

欠席者 

委 員 小 林 和 裕 

委員以外 

の出席者 

学校教育課長、生涯学習課長、指導室長、中央公民館長、 

図書館長、給食センター所長、予科練平和記念館長、 

学校教育課長補佐、学校教育課主事 

議  題 

報告第７号 予科練平和記念館運営協議会委員の委嘱の専決につい 

て 

議案第２５号 令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につい 

て 

令和６年６月教育業務報告及び７月教育業務予定 

傍 聴 者 ０名 

議 事 概 要 

教育長 

 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

阿見町教育委員会会議規則第８条の規定により、ただいまより令和６

年６月教育委員会定例会を開会します。 

まず、会議録の確認ですが、５月教育委員会定例会の会議録について

お伺いします。会議録については、皆様に配付したとおりでよろしいで

しょうか。 

 

異議なし。 

 

次に、本日の教育委員会定例会の議事録署名人について、阿見町教育

委員会会議規則第１７条の規定により、中島委員を指名します。よろし

くお願いします。 

 

それでは審議事項に入ります。まず、報告第７号について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

○報告第７号 予科練平和記念館運営協議会委員の委嘱の専決につ

いて 

資料 1ページをご覧ください。非常勤特別職の阿見町予科練平和記念

館運営協議会委員について、その委嘱を専決させていただきました。委

員は１０名で、内２名が新任です。 

説明は以上です。 
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教育長 

 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

教育長 

 

 

ただいま事務局より、報告第７号の説明がございましたが、ご質問等

ありましたらお願いします。 

ないようでしたら、報告第７号について承認することにご異議ありま

せんか。お諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、報告第７号については承認されました。 

次に議案第２５号について、事務局より説明をお願いします。 

 

○議案第２５号 令和６年度要保護及び準要保護児童生徒の認定に

ついて 

資料３ページ及び別紙資料をご覧ください。個人情報となりますの

で、別紙資料は終了後に回収させていただきます。 

要保護及び準要保護児童生徒の認定については、阿見町就学援助規則

により、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学に

必要な費用を援助する制度です。 

今回は令和６年度の年度当初認定分です。要保護児童生徒認定が１０

名、準要保護児童生徒認定が１１９名、不認定が９名となります。不認

定の理由はいずれも、所得が就学援助基準額を上回るためです。 

説明は以上です。承認をよろしくお願いします。 

 

ただいま事務局より、議案第２５号の説明がございましたが、ご質問

等ありましたらお願いします。 

 

認定数が多いような気がするのですが、例年と変わらないのでしょう

か。 

 

昨年度までは収入額で審査していたのですが、今年度から近隣市町村

に合わせて審査対象を収入額から所得額に変えたため、認定数が増えた

のではないかと思います。 

また、前年度の審査件数は１２０件、今年度は１３８件でしたので、

審査件数も増えております。 

 

微増ということで、予想される範囲内の増加ということですね。 

 

はい。 

 

今回の不認定の理由はいずれも収入額によるものでしたが、前回まで

は書類の不備を理由に認定を受けられなかった方がいたので、今回はそ

のようなことがなく、良かったと思います。 
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教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

他にご質問はありませんでしょうか。 

ないようでしたら、議案第２５号について承認することにご異議あり

ませんか。お諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なしと認め、議案第２４号については承認されました。 

次に、令和６年６月教育業務報告及び７月教育業務予定を事務局から

お願いします。 

 

〇令和６年６月教育業務報告 

３日教科書用図書選定協議会、４日定例議会開会、定例管理職会、保

護司会総会、５日町議会一般質問、６日阿見第一小学校創立記念日、町

議会一般質問、７日町議会一般質問、８日学校運営研修会総会・研修会、

１０日民生教育常任委員会、１１日町史編さん委員会、１２日あいさつ

声かけ運動、１３日あいさつ声かけ運動、１４日青少年相談員総会、１

７日賀詞交歓会第１回実行委員会、１８日定例議会閉会、町議会全員協

議会、１９日管理訪問、２１日学校運営協議会、交通対策協議会定期総

会、茨城大学との連携に関する定期総会、ふるさと文芸検討委員会、２

５日いきいき学びの町 AMI推進会議、教育委員会定例会、２６日県南教

育事務所長訪問指導、２７日県南教育事務所長訪問指導、町校長会、２

８日北関東町村教育長会総会・研修会、町教頭会、いじめ問題対策連絡

協議会、２９日高校生会総会 

 

〇令和６年７月教育業務予定 

１日辞令交付式、予科練平和記念館運営協議会、２日町教務主任会、

３日社会教育委員会議、県南教育長連絡協議会総会、４日定例管理職会、

６日鹿島アントラーズフレンドリータウンデイズ、９日計画訪問、１０

日文化財保護審議会、１１日いきいき学校保健委員会、１２日計画訪問、

１３日ライオンズクラブ少年野球大会、１６日第２回教科用図書選定協

議会、１９日令和６年度第２回人と自然が織りなす、輝くまち創生本部

会議、２４日初任者研修、教育委員会定例会、２５日第１回図書館協議

会、町校長会、２６日平和記念派遣事業結団式、３０日幼児教育と小学

校教育の接続のための研修会、子育連花壇審査、部活動検討委員会、３

１日町教頭会 

 

ただいま事務局より、６月教育業務報告及び７月教育業務予定の説明

がありましたが、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

子育連花壇審査の参加率はどのような状況でしょうか。花壇をやめて
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事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

いる地区が多いと聞いたので。 

 

５月に花の苗を配付したのですが、５２地区中１６地区が参加となり

ます。 

なるべく多くの地区に参加していただきたいとは思っているのです

が、子どもの人数が少なく参加が難しい地区もあると伺っております。

しかし、今年度も参加してくださる地区が１６地区ありますので、昨年

度と同様に花壇審査を行ってまいります。 

 

花壇づくりは何か目的があって行っているのでしょうか。子ども会を

対象としているのでしょうか。 

 

子ども会と保護者を対象としております。 

 

花壇をやる理由がわからないので、花壇をやめる地区も多いと思いま

す。目的がわからず、夏の暑い中に当番で水やりを行うのは大変です。

花壇づくりの目的があれば、周知していただきたいです。 

 

花壇審査は、チャレンジいばらき県民運動の一環である「花いっぱい

運動定着化促進事業」に基づいて行われており、この事業は、環境美化

意識や自然を愛する感性を育むとともに、花壇づくりを通じた地域コミ

ュニティの再生・活性化を図ることを目的としております。今後は、よ

りわかりやすい言葉で明確に目的を周知し、多くの団体に参加していた

だけるよう取り組んでまいります。 

 

以前は学校単位でも参加しており、舟島小学校は茨城県知事賞を受け

たこともあります。 

 

学校が参加しなくなった理由は何かあるのでしょうか。 

 

用務員が熱中症になったことや、花壇づくりにかかる労力が大きいこ

と、花で競うことの是非が問われたことが主な理由です。 

 

暑い中水やりを行っているのは子ども会も同じですよね。 

 

子ども会からそういった話が上がれば検討する必要があると思いま

すが、現時点ではそのような話は伺っておりませんので、例年通り花壇

審査を行います。しかし、参加する地区が少なくなってきているという

話は聞いております。 

 

鹿島アントラーズフレンドリータウンデイズとありますが、町が連携
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事務局 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

しているのでしょうか。それとも、教育委員会として招待されているの

ですか。 

 

町として協定を結んでおり、今年度は７月６日に阿見の日を開催しま

す。町民の観覧の優待の他、サッカーの少年団を招いて選手と共に入場

したり、阿見町の農産物の販売を行ったりするなど、阿見町をアピール

しております。 

阿見町以外にも周辺市町村と協定を締結しており、優待や農産物の販

売を行っております。 

 

（その他協議事項、連絡事項については下記のとおり） 

 

〇学校給食センターで提供した米飯への異物混入について 

 学校給食センターにおいて、６月１７日に南平台保育所に提供した米

飯に異物が混入した事案が発生いたしました。異物は金属製のワッシャ

ーであり、洗米機の金具（ナット及びワッシャー）が外れ、ワッシャー

が米飯に混入し、外れたナットは洗米機の中で見つかりました。再発防

止策として、洗米機の再点検及び全体的な施設点検を行い、点検結果を

踏まえて適切な修繕をいたします。また、今回外れた部品の写真を洗米

室に掲示し、調理員により毎日、確認及び記録をするように体制を整え

ます。町民の皆さまの信頼を損ねる事態を発生させ、ご迷惑をおかけし

ましたことに深くお詫び申し上げます。 

 

〇水泳学習について 

新型コロナウイルスの影響により、水泳学習を４年間中止しておりま

したが、今年度から水泳学習を再開しております。阿見小学校のプール

に阿見第二小学校、阿見第一小学校のプールに君原小学校、舟島小学校、

阿見中学校の Bプールに本郷小学校、あさひ小学校の児童がバスで移動

して水泳学習を行っております。中学校につきましては全て民間プール

で水泳学習を行っております。現時点で、全ての小中学校で１回ずつ授

業が終了した状況です。 

期間につきましては、中学校は温水プールを使用するため１０月まで

予定しており、小学校は夏休み直前の７月２０日前後までを予定してお

ります。 

 

 他に質問がないようでしたら、以上をもちまして本日の会議を終了さ

せていただきます。 

そ の 他 連 絡 事 項 等 

事務局 〇第５回教育委員会定例会開催予定日の変更について 

変更前：令和６年８月２３日（金） 

変更後：令和６年８月２２日（木） 
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〇「令和６年度 阿見町の教育」の配布について 

〇７月教育委員会定例会 

 令和６年７月２４日（水）午後３時３０分 

 会場：吉原交流センター 

閉会 午後４時３０分 

 

議事録署名    令和  年  月  日 

 

                   教 育 長   立原 秀一 

 

委   員   中島 雅己 

 


